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企業集団の現況に関する事項

(単位：百万円)

区　　分 第　78　期
(2022年12月期)

第　79　期
(2023年12月期)

第　80　期
(2024年12月期)

第　81　期
(2025年12月期)

売 上 高 58,915 49,226 45,859 42,071

経 常 損 失 ( △ ) △7,889 △5,679 △3,909 △2,737

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 又 は
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 ( △ )

△10,976 △4,782 △3,616 3,940

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

△234円24銭 △102円19銭 △77円31銭 84円23銭

総 資 産 38,923 31,809 25,484 26,149

純 資 産 22,019 17,279 13,147 17,037

１ 株 当 た り
純 資 産 額

469円79銭 369円15銭 281円22銭 364円22銭

当社 本 社 大阪市北区

東 京 本 社 東京都台東区

可 児 Ｄ Ｃ 岐阜県可児市

美 濃 加 茂 Ｄ Ｃ 岐阜県美濃加茂市

鹿 沼 Ｄ Ｃ 栃木県鹿沼市

㈱ベルメゾンロジスコ 可 児 Ｄ Ｃ 岐阜県可児市

美 濃 加 茂 Ｄ Ｃ 岐阜県美濃加茂市

千趣ロジスコ㈱ 鹿 沼 Ｄ Ｃ 栃木県鹿沼市

千趣会コールセンター㈱ 本 社 大阪市北区

企業集団の現況に関する事項

(１) 財産及び損益の状況の推移

(注）「連結計算書類　連結注記表　会計方針の変更に関する注記」に記載のとおり、当連結会計年度より、カ

タログギフトの未使用分の計上方法及び販売促進費に関する会計方針の変更を行っております。これに伴

い、第8 0期については、当該会計方針を遡って適用した後の指標等となっております。

(２) 主要な事業内容

　当社グループは、通信販売事業を主たる事業とし、法人向けの商品・サービスを提供する法人

事業、ベルメゾン会員を中心にサービスを提供する保険事業、その他として子育て支援事業を営

んでおります。

(３) 主要な拠点等

－ 1 －
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企業集団の現況に関する事項

セ グ メ ン ト 従 業 員 数 前期末比増減(△は減)

通 信 販 売 事 業 503名 △ 25名

法 人 事 業 72 10

保 険 事 業 4 1

そ の 他 166 0

全 社 ( 共 通 ) 141 29

合 計 886 15

従 業 員 数 前期末比増減（△は減） 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

489名 △15名 42.5歳 10.3年

(４) 従業員の状況

①当社グループにおける状況

（注）従業員数は、就業人数（社員及び契約社員）であります。

②当社における状況

（注）従業員数は、就業人数（社員及び契約社員）であり、子会社等への出向社員（５名）は含んでおりません。

－ 2 －
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

(1) 発行可能株式総数 180,000,000株

(2) 発行済株式の総数 52,056,993株

(3) 株主数 69,844名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 5,714千株 12.22％

株 式 会 社 ブ レ ス ト シ ー ブ 3,650 7.80

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,383 7.23

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,665 3.56

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 790 1.69

有 限 会 社 左 右 山 592 1.27

公 益 財 団 法 人 千 趣 留 学 生 奨 学 財 団 350 0.75

佐 川 急 便 株 式 会 社 350 0.75

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 323 0.69

千 趣 会 グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 304 0.65

会社の株式に関する事項

(4) 大株主（上位10名）

（注）１．当社は自己株式を5,280,829株保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
２．千株未満は切り捨てて表示しております。
３．持株比率は自己株式（5,280,829株）を控除して計算しております。

会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された
　　新株予約権の状況

該当事項はありません。
(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。
(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 3 －
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会社役員に関する事項

氏 名 退 任 日 退 任 事 由
退 任 時 の 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

梶 原 健 司 2025年3月26日 任 期 満 了 代表取締役社長執行役員

石 田 晃 一 2025年3月26日 任 期 満 了
取締役専務執行役員、コー
ポレート本部、ヒューマン
キャピタル本部

堀 口 育 代 2025年3月26日 任 期 満 了
社外取締役、㈱くふうしず
おか（旧㈱しずおかオンラ
イン）代表取締役

区  分 重要な兼職の状況 当社との関係

社外取締役

高 杉 信 匡

弁護士法人淀屋橋・山上合
同パートナー

特別の関係はありません。

社外取締役

　　　真　 二

東急リバブル㈱顧問 特別の関係はありません。

㈱サンエー社外取締役
（監査等委員）

特別の関係はありません。

森永製菓㈱社外取締役 特別の関係はありません。

社外取締役

大 平 裕 子

OFFICE YOHIRA代表 特別の関係はありません。

㈱トップカルチャー 顧問 特別の関係はありません。

社外監査役

清 水 万 里 夫

公認会計士清水万里夫事務
所所長

特別の関係はありません。

旭情報サービス㈱社外監査
役

特別の関係はありません。

社外監査役

滝 口 広 子

弁護士法人北浜法律事務所
パートナー

当社は、弁護士法人北浜法律事務所と法律顧
問契約を締結しておりますが、当該顧問料及
びその他の報酬額を合わせても同弁護士法人
の総収入における割合は、１%未満でありま
す。

三ツ星ベルト㈱社外監査役 特別の関係はありません。

江崎グリコ㈱社外取締役 特別の関係はありません。

会社役員に関する事項
(1) 当事業年度中に退任した取締役

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び各監査役は、会社法第427条第１
項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（以下、「Ｄ＆Ｏ保
険」という。）を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社取締役
及び監査役並びに当社子会社取締役及び監査役であり、Ｄ＆Ｏ保険の保険料は、全額を当社が負
担しております。当該保険契約の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し負担することにな
る提訴請求対応費用、公告費用及び株主代表訴訟補助参加費用の損害を当該保険契約により塡補
するものであります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための
措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、塡補の対象外としており
ます。

(4) 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

－ 4 －
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会社役員に関する事項

区  分
取締役会・監査役会等

への出席状況
主な活動状況

社外取締役

高 杉 信 匡

取締役会19回開催

内19回出席

指名・報酬諮問委員会

14回開催

内14回出席

培ってきた豊富な知見・経験に基づく弁護士の観点から意見

を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保

するための助言・提言を行うことが期待されており、これら

の役割を果たすことで取締役会の実効性向上に寄与しており

ます。また、企業法務やリスクマネジメント領域、企業再生

に参画した経験やＭ＆Ａにおける幅広い知見を活かし、当社

経営課題に対する必要な助言をいただきました。

社外取締役

　　　真　 二

取締役会19回開催

内19回出席

指名・報酬諮問委員会

14回開催

内14回出席

培ってきた豊富な知見・経験に基づく経営者の観点から意見

を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保

するための助言・提言を行うことが期待されており、これら

の役割を果たすことで取締役会の実効性向上に寄与しており

ます。また、企業経営や企業戦略、お客様とのリレーション

構築やライフスタイル提案等における専門的な観点や豊富な

知見を活かし、当社経営課題に対する必要な助言をいただき

ました。

社外取締役

大　平　裕　子

取締役に就任してから

の取締役会13回開催

内13回出席

委員に就任してからの

指名・報酬諮問委員会

９回開催

内９回出席

培ってきた豊富な知見・経験に基づく経営者の観点から意見

を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保

するための助言・提言を行うことが期待されており、これら

の役割を果たすことで取締役会の実効性向上に寄与しており

ます。また、企業経営や企業戦略、お客様とのリレーション

構築やマーチャンダイジング等における専門的な観点や豊富

な知見を活かし、当社経営課題に対する必要な助言をいただ

きました。

社外監査役

清 水 万 里 夫

取締役会19回開催

内18回出席

監査役会16回開催

内16回出席

公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取

締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を

行っております。また、監査役会において、当社の会計処理

等について適宜、必要な発言を行っております。

社外監査役

滝 口 広 子

取締役会19回開催

内19回出席

監査役会16回開催

内16回出席

弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役

会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っ

ております。また、監査役会において、当社のコンプライア

ンス等について適宜、必要な発言を行っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況

－ 5 －
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会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称 監査法人和宏事務所

（注）EY新日本有限責任監査法人は、2025年３月26日開催の第80回定時株主総会終結の時をも
って退任し、同株主総会で新たに監査法人和宏事務所が当社の会計監査人に選任され就
任いたしました。

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 75百万円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の

財産上の利益の合計額 75百万円

会計監査人に関する事項

（注）１．①の報酬等は、当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査

と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分することが困難なた

め、合計額を記載しております。

２.上記報酬以外に前任監査法人であるEY新日本有限責任監査法人に対して、引継ぎ業

務に係る報酬として２百万円を支払っております。

(3) 監査役会が会計監査人の報酬等の額について同意した理由

　会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられ

た報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、

合理的なものであると判断いたしました。

(4) 非監査業務の内容

　当社は、EY新日本有限責任監査法人に対して、会計監査人の交代による監査業務の引継ぎ業務

を委託いたしました。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められ

る場合に、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監

査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した

旨と解任の理由を報告いたします。

－ 6 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社は、会社法第362条第４項第６号及び第５項の規定に基づき、取締役会において次のとお

り、内部統制システムに関する基本方針及びその整備について決議・決定しております。

(1) 内部統制システムに対する基本的な考え方

　当社グループは、企業活動において「コーポレート・ガバナンス（企業統治）」への取組みを必

要不可欠なものと認識し、そのために内部統制システムの整備を行い、コンプライアンス体制の強

化、業務執行の効率性向上、リスク管理体制の確立を目指してまいります。また、内部統制システ

ムにつきましては、今後も社会要請あるいは環境の変化に対応した見直しを随時行い、その改善と

充実を図ってまいります。

(2) 内部統制システムに関する具体的な内容

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① コンプライアンスについては、「千趣会グループコンプライアンス・ポリシー」を制定し、法令

や社内規則などにおける違反等の潜在的リスクに対し早期に対処するために、内部通報制度とし

て「企業倫理ヘルプライン」を開設する。

② 役員（取締役・監査役）及び使用人にコンプライアンス上の問題が発生した場合には、規程に基

づき、社内における窓口、あるいは社外窓口としての「企業倫理ヘルプライン」を通じて、役員

に関しては「監査委員会」に、使用人に関しては「倫理コンプライアンス委員会」に付議し、審

議する。

③ 役員及び使用人に対しては、e-ラーニング等でコンプライアンス教育を適宜実施する。

④ 会社における内部統制については、社長直轄の監査室が、規程に基づき、業務運営の状況の把握

と改善を図るため、内部監査を実施し、社長に報告する。

⑤ 知的財産権に関しては事前にリスクマネジメント室がチェックする他、製造物責任については品

質管理委員会で販売規制商品の検討・決定を行う。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書取扱規程」、「データ管理規

程」に基づき保存・管理を徹底する。

② 会社の重要な機密事項に関しては、別途、「機密文書取扱規程」を設け厳重に管理を行う。

③ 重要な規程の改定は取締役会の承認を得て実施する。

④ 取締役の職務の執行に係る情報は、取締役及び監査役がイントラネットにて常時閲覧可能な状態

にする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 会社の経営の根幹に係るリスクを分類し、各リスク毎に所管部または委員会を設けることで管理

体制を明確にし、問題発生時に迅速に対応する体制を整えた上で、各リスクの管理状況を毎月

「リスク管理統括委員会事務局」に報告する。

また、事務局は月次報告を取りまとめた上で毎月、緊急時には、所管部または委員会が速やかに

経営会議のメンバーで構成する「リスク管理統括委員会」に報告する。

② 危機管理における具体的な対応については、必要に応じ各リスク毎にマニュアルを整備し、迅速

な対応が図れる体制をとる。

③ 取締役の不測の事態に対する体制として、業務代行が円滑に行える体制を整備する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 「社規」、「決裁事項申請に関する規程」を制定し、取締役会、経営会議、監査役会等の役割、

使用人の職位、職務分担、職務権限、役割、決裁権限等を明確に規定し、業務の効率性を確保す

る体制をとる。

② 取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図るため、社外取締役（非常勤）制度を導入する。

③ 「本部制」を導入し、経営の意思決定機能と業務執行機能の権限・責任を明確化することによ

り、経営の効率化を図る。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

④ 取締役会とは別に、原則として常勤の取締役・監査役で構成する「経営会議」を設け、取締役会

から委任された重要な業務執行について決議し、迅速な意思決定を行える体制をとる。

５．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

① 当社及びグループ会社は、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするため

に、「関係会社管理規程」を策定・実施し、50％超出資の子会社の重要な事項については、親会

社でも決議を行う。

② 各主管部が子会社を主管することで、親子会社間の指揮・命令・意思疎通の連携を密にし、指

導・助言・評価を行いながらグループ全体としての業務の適正化を図る。

③ 事業子会社のうち取締役会非設置会社は、毎月開催する定例会議において各種報告を行う。事業

子会社は、毎月開催する月次会議で売上・利益の報告を共有し、少なくとも年1回、当該事業子

会社の社長から当社社長へ直接報告を行う。

④ 監査法人と親会社の取締役の間で定例的な会議を実施し、グループ全体の状況について意見交換

を行う。

⑤ グループ会社共通の「インサイダー取引禁止規程」、「内部通報に関する規程」を策定し、グル

ープ会社の役員及び使用人に対して共通のコンプライアンス教育を実施する。

⑥ グループ中長期計画を策定し、効率的に運営する。

⑦ 子会社の役員人事は経営会議で、子会社の代表取締役は取締役会で選解任を行う。

⑧ グループ会社は、それぞれリスクの度合いに応じて規程を整備し管理する。

⑨ 当社取締役、監査役及び従業員が必要に応じてグループ会社の取締役及び監査役を兼任するとと

もに、「関係会社管理規程」に基づきグループ会社の業務を所管する部門と連携し、グループ会

社における法令遵守及び業務の適正性を確保するための指導・支援を実施する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効

性の確保に関する事項

① 監査役会からの求めに応じ、監査役スタッフ１名を置く。

② 監査役スタッフの任命及び異動・人事評価・懲戒処分に関しては、監査役会の意見を最大限尊重

する。

③ 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査役に帰属するものとする。

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監

査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 常勤監査役は必要に応じて主要な会議に出席し、経営状況その他重要な情報の報告を受ける。

② 常勤監査役は「リスク管理統括委員会」に出席するとともに、リスク管理に関する各委員会また

は所管部から、「企業倫理ヘルプライン」における重大な事項その他、会社に著しい損害を及ぼ

すおそれのある事実を発見した時は、直ちに監査役会に報告する。

③ 監査役が閲覧を必要とする資料については、要請があり次第いつでも閲覧に応じることとする。

④ 監査部門が実施した内部監査の結果を報告する。

⑤ 監査役は社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を実施する。

⑥ 監査役監査を定期的に実施することにより、重要な使用人からヒアリングを実施する。

⑦ 必要に応じて、監査役会からの要請により、専門家の助言を得られるべく対応する。

⑧ 当社及びグループ会社から連絡を受けた「倫理コンプライアンス委員会」における委員長は、従

業員の重大な不正行為等の事実又はその疑いがある場合は、監査役会に報告する。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

８．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制

　前号の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう必要な措

置を講ずるものとする。

９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について

生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

① 監査役の職務の執行上必要と認められる費用について予算化し、その前払等の請求があるときは

当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じることとする。

② 会社のために必要と認める場合には、予算外費用を会社は承認する。

10．財務報告の信頼性を確保するための体制

① 金融商品取引法をはじめ関係法令の定めるところに従い、財務報告に係る内部統制の信頼性の評

価及び外部報告を実施する。

② 財務報告に係る内部統制の有効性の評価にあたって、一般に公正妥当と認められる評価の基準に

準拠した手続を定め、これに従う。

③ 財務報告に係る内部統制の有効性を確保するため、定期的に全社を対象とした内部監査を実施

し、不備の発見並びに是正を行い、継続的に改善に努める。

④ 社長に求められている有効な内部統制の整備及び運用、並びに財務報告に係る内部統制の評価及

び外部報告を補佐するため、監査室は「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」に基づき、

内部監査を実施し監査結果を社長に報告する。

11．反社会的勢力排除に向けた体制

　当社は、「コンプライアンス・ポリシー」及び「反社会的勢力による被害を防止するための指

針」を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした対応で臨み、一

切関係を持たないことを宣言し、役職員に周知徹底する。

(3) 内部統制システムの運用状況の概要

　当社及び子会社から成る企業集団が整備している内部統制システムにおける運用状況の概要は、

以下のとおりです。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の運用状況

　当社は、「コンプライアンス・ポリシー」を制定し、イントラネット上に掲示し、全従業員が随

時確認できる状態にしている。また、内部通報制度として企業倫理ヘルプラインを開設しており、

役員及び使用人にコンプライアンス上の問題が発生した場合には、規程どおりに運用している。

２．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の運用状況

　当社は、経営会議を合計49回開催した。

　決裁事項申請に関する規程では、取締役会と経営会議の役割分担を決裁事項によって明確にして

いる。

３．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制の運用状況

　2025年から2027年までの再生計画を策定、社内外に公表した。

４．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監

査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の運用状況

　常勤監査役は取締役会19回、経営会議49回全てに出席し、経営状況その他重要な情報の報告を受

けている。

　監査役は、当社社長と懇談会を年に６回実施（内２回は全監査役）、監査法人とは意見交換会を

年に12回及び子会社往査を５回と実地棚卸を１回実施した。

５．財務報告の信頼性を確保するための体制の運用状況

　金融庁・企業会計審議会が公表している実施基準等に準拠した「2025年度監査計画」に基づき、

監査室と会計監査人が連携の上、統制活動のモニタリング等を通じ、内部統制の有効性について整

備、運用状況の評価を行っている。
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連結株主資本等変動計算書

( 自　2025年１月１日
至　2025年12月31日 ) (単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2 0 2 5 年 １ 月 １ 日 期 首 残 高 100 30,084 △12,549 △2,954 14,680

会 計 方 針 の 変 更 に よ る
累 積 的 影 響 額

△296 △296

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た
当 期 首 残 高

100 30,084 △12,846 △2,954 14,383

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

3,940 3,940

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 △391 △391

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 3,548 △0 3,548

2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 期 末 残 高 100 30,084 △9,298 △2,954 17,931

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配
株主持分

純資産合計その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損　　　益

土地再評価
差　額　金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益

累計額合計

2 0 2 5 年 １ 月 １ 日 期 首 残 高 18 144 △1,516 124 △1,229 △7 13,444

会 計 方 針 の 変 更 に よ る
累 積 的 影 響 額

△296

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た
当 期 首 残 高

18 144 △1,516 124 △1,229 △7 13,147

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

3,940

自 己 株 式 の 取 得 △0

土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 △391

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△18 △48 391 9 334 7 341

連結会計年度中の変動額合計 △18 △48 391 9 334 7 3,889

2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 期 末 残 高 － 95 △1,124 133 △894 － 17,037

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

連結注記表

継続企業の前提に関する注記
当社グループは、当連結会計年度において４期連続で重要な営業損失を計上していることから、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。当社グループは、当該状況を解消すべく、再生計画

（2025年～2027年）を策定し、以下の業績改善施策に取り組んでおります。

＜業績改善施策＞

当社の強みである「アイデア創出・企画・提案力」「商品開発・調達力」「顧客資産」「ブランドとしての安

心感・信頼性」を基盤として、３つの戦略に基づき、業績改善施策への取組みを進めております。

各施策の進捗状況

Ａ．通信販売事業の抜本改革

ターゲットを明確化し「世代別」に事業ドメインを再編するとともに、カタログ起点からECを主戦場としたビ

ジネスモデルへの転換を推進いたしました。

ターゲット別施策として実施した子育て世代に向けたSNS販促やシニア層へのカタログ施策等が奏功し、成果の

兆しを確認しております。引き続き、コアターゲットを含めた全体最適化に向け、収益モデル確立のための検証

と改善に注力してまいります。 また、季節やトレンドに合わせた機動的な商品投入を可能にする体制整備を推進

し、業務プロセス改革による土台構築を完了させ、稼働を開始いたしました。今後は、これらを活用し成果創出

を図ってまいります。

Ｂ．通信販売アセットを活用したビジネスの拡大

ECモール・リアル店舗展開による販売ポテンシャルの最大化を図るとともに、保険・法人受託等のBtoB事業の

強化により収益基盤の多角化を進めております。

ECモールの自社店舗及びリアル店舗での販売が伸長し、物流業務の代行サービスと株主優待品の受託事業も堅

調に推移いたしました。今後は、ECモールの自社店舗やリアル店舗、法人受託事業のさらなる成長に注力すると

ともに、保険セミナーの新規開拓、卸の販路拡大を推進することで、事業規模の拡大と安定的な収益確保に取り

組んでまいります。

Ｃ．新たな収益源の開発

新たな収益源の獲得に向け、子育て支援事業との連携による新規施策やエシカル推進、海外展開等の検証を進

めるとともに、新たな事業領域として、IP（知的財産）活用事業に取り組みました。

特にIP活用においては、人気コンテンツを用いたオリジナル商品開発と催事・EC連動販売により、新たな顧客

層の開拓において成果を確認いたしました。引き続き有力IPとの協業拡大により早期の事業化と収益貢献を目指

します。また、子育て支援連携施策、エシカル推進、海外展開については、中長期的な視点で事業性の検証を継

続してまいります。

資金面については、当連結会計年度末において、現金及び預金69億37百万円を保有しております。前連結会計年

度末の残高が26億円であった借入金については、不動産の売却収入を原資として返済したことにより、当連結会計

年度末の残高は３億円となっております。今後の資金計画については、再生計画の進捗を適切に見極め、多面的な

角度から資金調達ができるよう各種対策を検討しており、更なる資金調達が必要となった場合に対応できるよう金

融機関等とも緊密な連携を続けてまいります。

しかしながら、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消すべく取り組んでいる業績改善施策は実施途上にあ

り、上記の施策による損益及び財務的な効果を十分に得ることができない可能性も考えられること、資金調達にお

ける各種対策や金融機関からの更なる追加支援については未確定であることから、継続企業の前提に関する重要な

不確実性が存在するものと認識しております。

なお、連結計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連

結計算書類に反映しておりません。

今後も経営環境の変化に柔軟に対応し、必要な施策を適時に実行することにより、営業黒字化を実現し、中長期

的には、お客様から長く愛され、ステークホルダーの皆様の期待に応えられる企業となれるよう努めてまいりま

す。
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持分法を適用した非連結子会社の名称 千趣会香港有限公司

建物及び構築物 15～38年

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ６社

主要な連結子会社の名称 ㈱ベルメゾンロジスコ

千趣ロジスコ㈱

千趣会コールセンター㈱

当事業年度において、持分法適用関連会社であった株式会社ベ

ルメゾンロジスコの全株式を取得し連結子会社化したことに伴

い、同社を連結の範囲に含めております。

また、当社の連結子会社であった株式会社Senshukai Make 

Co-の清算及び株式会社ウェルサーブの全株式を譲渡したこと

に伴い、連結の範囲から除外しております。

(2) 非連結子会社の数 １社

主要な非連結子会社の名称 千趣会香港有限公司

連結の範囲から除いた理由……上記非連結子会社は、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等が、いずれも連結計算書類に重要

な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社の数 １社

(2) 持分法を適用した関連会社の数及び主要な関連会社の名称

該当事項はありません。

(3) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は全て連結決算日と同一であります。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

　その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものは、時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）により、市場価格のない株式等は移動平均法による原価法によって

おります。

②デリバティブ

　時価法によっております。

③棚卸資産

　主として月別総平均法による原価法（連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

②無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員への賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額に基づき計上しております。

③販売促進引当金

販売促進を目的とするマイレージポイント制度に対する費用支出に備えるため、発行されたポイントの未引 

換額に対し、過去の行使実績率に基づき算出した将来の行使見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る負債の計上基準

　一部の連結子会社の従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

　なお、退職給付債務の算定は簡便法によっております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

　顧客との契約から生じる収益の計上基準

通信販売事業では、主としてインターネットやカタログを通じて商品販売を行っております。これらの商品

販売取引においては、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることか

ら、出荷時に収益を認識しております。

法人事業では、主として法人顧客に対して物流代行やコールセンターサービス、広告等のサービス提供を行

っております。サービス提供については役務提供完了時点で履行義務が充足されるものとみなし、収益を認識

しております。

保険事業については、保険契約者のニーズに応じて、保険会社に対し保険契約の取り次ぎを行う義務を負っ

ております。当該履行義務は、保険契約の取り次ぎ後、保険会社がそのサービスを検収し、保険会社が当該サ

ービスの支配を獲得した時点で充足されるものであり、当該履行義務の充足時点で収益を計上しております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(7) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

(8) その他連結計算書類作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用

　当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。また「グループ通算制度を適用

する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び

地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下、「2022年

改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。これによる、連結計算書類への影

響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類

における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用し、

当該会計方針の変更を遡及適用しております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結計算書類

への影響はありません。

（カタログギフトの未使用分の計上方法の変更）

当社が発行するカタログギフトについて、カタログギフトを販売した時点で将来顧客に商品を引き渡す履行義

務を負っており、当該カタログギフトが使用された時点で収益を認識しております。

従来、カタログギフトの未使用分については、債務勘定整理益として営業外収益に計上しておりましたが、当

連結会計年度の期首より、売上収益として会計処理する方法に変更しました。この変更は、カタログギフトに係

る取引実態を改めて精査したところ、カタログギフトの未行使分についても顧客との契約から生じる収益として

捉えられることから、取引実態をより適切に反映するために行ったもので当該会計方針の変更は遡及適用してお

ります。なお、当連結会計年度の期首の純資産額に与える影響はありません。
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（販売促進費に関する会計方針の変更）

通信販売事業を行っている当社グループは、販売促進費のうち、翌期以降の売上高に対応するカタログ関係費

用を前払費用として流動資産の「その他」に含めて計上しておりましたが、当連結会計年度の期首より、カタロ

グ配付時に費用処理する方法に変更しております。

これは、カタログ起点のシーズンMDを行ってきたことからトレンドへの対応に経営課題があったところ、カタ

ログ（シーズン）サイクルにとらわれない新商品の投入を行っていく方針を再生計画（2025年～2027年）におい

て掲げており、当該変更が経営成績をより適切に表すと判断したことによります。

当該会計方針の変更は遡及適用しており、当連結会計年度の期首の純資産額は296百万円減少しております。

会計上の見積りの変更に関する注記

（契約負債及び販売促進引当金）

システムリプレース後一定期間が経過し、ポイントに関する適切なデータが蓄積されたことで、将来使用され

ると見込まれるポイントをより合理的に見積ることが可能となったため、当連結会計年度の期首より当該データ

を使用した見積り方法に変更しております。

この結果、従来の方法に比べて当連結会計年度の売上高が186百万円減少し、販売費及び一般管理費が39百万

円増加しており、営業損失及び経常損失がそれぞれ225百万円増加し、税金等調整前当期純利益が225百万円減少

しております。

表示方法の変更に関する注記

（連結損益計算書）

１．前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「事業所閉鎖損失引当金戻入

額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含まれていた「事業所閉鎖損失引当金戻入額」は12百万円

であります。

２．前連結会計年度まで区分掲記して表示しておりました「投資有価証券売却益」（当連結会計年度は37百万

円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、特別利益の「その他」に含めて表示してお

ります。

会計上の見積りに関する注記

（商品及び製品の評価）

１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

商品及び製品　　　　　　　　　　　　　　5,553百万円

　上記の内、当社の商品及び製品　　　　　5,493百万円

当社の棚卸資産評価損（△は戻入額） 　　　△25百万円

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(1）算出方法

主として月別総平均法による原価法（連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく原価切り下げ

の方法）によっており、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合、当該正味売却価額

をもって連結貸借対照表価額としております。

また、営業循環過程から外れた滞留品については、一定の回転期間を超えて保有している商品及び製品に

対して、過去の販売実績に基づき帳簿価額を切り下げております。

(2）主要な仮定

営業循環過程から外れた滞留品を識別するために販売可能期間に基づいて一定の回転期間を設定し、その

回転期間を超えて保有している滞留品については、評価減率を考慮して評価しております。なお、評価減率

は、過去の販売実績に基づき算出しております。

(3）翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

想定した回転期間未満の在庫を処分した場合には損失が発生する可能性があります。また、評価減率の見

積りには不確実性を伴うため、想定と乖離した場合には損失が発生する可能性があります。
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２．有形固定資産の減価償却累計額 19,765百万円

建物及び構築物 2,751百万円

土地 3,948百万円

計 6,700百万円

再評価を行った年月日 2000年３月31日

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

㈱千趣会
大阪市北区他

通信販売事業、法人事業
什器及び備品、
無形固定資産他

321

千趣会コールセンター㈱他
大阪市北区他

通信販売事業、法人事業他
建物及び構築物、
什器及び備品他

31

株式の種類
当連結会計年度

期首株式数（株）
当連結会計年度

増加株式数（株）
当連結会計年度

減少株式数（株）
当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 52,056,993 － － 52,056,993

連結貸借対照表に関する注記

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

（注）上記の建物及び構築物並びに土地は特殊当座借越契約を担保するものであります。

なお、同契約による借入実行残高はありません。

４．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額を「土地再評価差

額金」として、純資産の部に計上しております。 なお、当該評価差額に係る繰延税金資産相当額398百万円は、将

来の税金負担額を軽減するスケジューリングが困難なため、繰延税金資産として計上しておりません。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平

成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的な調整を行って算出しております。

当連結会計年度末において、再評価を行った土地の時価が再評価後の帳簿価額を上回っているため、差額を記載

しておりません。

連結損益計算書に関する注記

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

資産のグルーピングについては、原則として事業用資産については管理会計上の区分に基づいております。

上記の資産グループの事業用資産については、営業活動による収益性の低下が認められ、短期的な業績回復が見

込まれないことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。

その主な内訳は、建物及び構築物42百万円、機械装置６百万円、工具、器具及び備品37百万円、無形固定資産２

億65百万円であります。

通信販売事業用資産及び法人事業における回収可能価額の算定は、主に不動産鑑定評価額に基づく正味売却価額

により算定しております。

その他事業用資産における回収可能価額の算定は、使用価値で測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが

マイナスのため零としております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．発行済株式の種類及び総数に関する事項

３．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

　　該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　該当事項はありません。
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連結注記表

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 長期借入金（※３） 300 300 －

負債計 300 300 －

デリバティブ取引（※４） 146 146 －

金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは資金運用については短期的な預金を中心に、安全性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資

金を主に銀行借入により調達しております。

また、設備計画に基づいて必要な資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は、後述するリ

スクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である電子記録債権、売掛金、未収入金は、顧客の債務不履行による信用リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、当社は社内審査基準に従い、顧客ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、与

信管理に関する体制を整備し運用しております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リス

クに晒されておりますが、定期的に株価や発行体の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況

を断続的に見直しております。

営業債務である電子記録債務、買掛金、未払金は、１年以内の支払期日であります。また、その一部には商品

等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約

取引）をヘッジ手段として利用しております。

借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

デリバティブ取引は、原則として外貨建営業債務の為替相場の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予

約取引であります。

また、営業債務、借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰り計画を作成する

などの方法により流動性リスクを管理しております。なお、借入金は変動金利であるため金利の変動リスクに晒

されております。

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

※１．「現金及び預金」「電子記録債権」「売掛金」「未収入金」「電子記録債務」「買掛金」「未払金」につ

いては、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し

ております。

※２．非連結子会社、関連会社株式及び非上場株式については、市場価格のない株式等であることから記載を省

略しております。非連結子会社及び関連会社株式の連結貸借対照表計上額は147百万円、非上場株式の連

結貸借対照表計上額は195百万円であります。

※３．連結貸借対照表では短期借入金に含まれている１年以内に返済される長期借入金（連結貸借対照表計上額

200百万円）は、長期借入金に含めて表示しております。

※４．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務になる項目

については（　）で示しております。
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連結注記表

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

デリバティブ取引

　為替予約 － 146 － 146

資産計 － 146 － 146

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 300 － 300

負債計 － 300 － 300

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

デリバティブ取引

為替予約の時価については、先物為替相場によって算定しており、その時価をレベル２の時価に分類

しております。

長期借入金

長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似してい

ると考えられることから、当該帳簿価額によっております。これらの取引につきましては、レベル２に

分類しております。
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連結注記表

報告セグメント
その他
（注）

合計通信販売
事業

法人事業 保険事業 計

インテリア・雑貨 11,381 － － 11,381 － 11,381

ファッション 8,973 － － 8,973 － 8,973

ママ・ベビー・キッズ 4,127 － － 4,127 － 4,127

キャラクター 3,868 － － 3,868 － 3,868

業務受託 － 2,551 － 2,551 － 2,551

広告 － 392 － 392 － 392

その他 7,637 1,062 390 9,090 1,684 10,775

顧客との契約から生じる収益 35,989 4,007 390 40,386 1,684 42,071

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 35,989 4,007 390 40,386 1,684 42,071

当連結会計年度

（百万円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,203

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,034

契約負債（期首残高） 482

契約負債（期末残高） 455

１．１株当たり純資産額 364円22銭

２．１株当たり当期純利益 84円23銭

収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

　　（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子育て支援事業であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項　４．会計方針に関する事項　(5) 重要な収益及び費用の

計上基準　顧客との契約から生じる収益の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高

契約負債は主に、当社が付与したポイント及び発行した商品券のうち、期末時点において履行義務を充足して

いない残高であります。当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた

額は482百万円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の簡便法を適用

し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金

額はありません。

１株当たり情報に関する注記

（注）当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。
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貸借対照表

（2025年12月31日現在） (単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

(16,318)

5,685

68

872

5,495

169

94

3,570

407

△46

(8,561)

(6,794)

2,595

19

40

0

39

4,099

(334)

295

38

(1,432)

195

522

109

712

△108
　

流 動 負 債 (8,160)

電 子 記 録 債 務 2,309

買 掛 金 1,959

１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 200

リ ー ス 債 務 2

未 払 金 2,653

未 払 費 用 353

未 払 法 人 税 等 8

契 約 負 債 420

預 り 金 157

販 売 促 進 引 当 金 15

賞 与 引 当 金 2

そ の 他 78

固 定 負 債 (169)

長 期 借 入 金 100

関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 20

そ の 他 48

負 債 合 計 8,330

純 資 産 の 部

株 主 資 本 (17,578)

資 本 金 (100)

資 本 剰 余 金 (30,084)

資 本 準 備 金 25

そ の 他 資 本 剰 余 金 30,059

利 益 剰 余 金 (△9,651)

そ の 他 利 益 剰 余 金 △9,651

繰 越 利 益 剰 余 金 △9,651

自 己 株 式 (△2,954)

評 価 ・ 換 算 差 額 等 (△1,028)

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 95

土 地 再 評 価 差 額 金 △1,124

純 資 産 合 計 16,549

資 産 合 計 24,880 負 債 ・ 純 資 産 合 計 24,880

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（ 自　2025年１月１日
至　2025年12月31日 ） (単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 39,142

売 上 原 価 20,335

売 上 総 利 益 18,807

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 21,588

営 業 損 失 2,781

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 43

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 42

事 業 所 閉 鎖 損 失 戻 入 額 24

還 付 税 金 23

関 係 会 社 清 算 益 23

そ の 他 21 178

営 業 外 費 用

支 払 利 息 83

為 替 差 損 24

支 払 手 数 料 4

関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 20

そ の 他 16 149

経 常 損 失 2,752

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 7,054

そ の 他 396 7,450

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 0

減 損 損 失 321

そ の 他 1 323

税 引 前 当 期 純 利 益 4,374

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 34

法 人 税 等 調 整 額 25

当 期 純 利 益 4,314

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

( 自　2025年１月１日
至　2025年12月31日 ) (単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

2025年１月１日期首残高 100 25 30,059 30,084 △13,278 △13,278 △2,954 13,951

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

△296 △296 △296

会 計 方 針 の 変 更 を
反 映 し た 当 期 首 残 高

100 25 30,059 30,084 △13,574 △13,574 △2,954 13,655

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 利 益 4,314 4,314 4,314

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

土地再評価差額金の
取 崩

△391 △391 △391

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 (純額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － 3,923 3,923 △0 3,923

2025年12月31日期末残高 100 25 30,059 30,084 △9,651 △9,651 △2,954 17,578

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産
合 計

そ の 他 有
価 証 券 評 価
差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

土 地 再
評 価
差 額 金

評 価 ・
換 算
差 額 等
合 計

2025年１月１日期首残高 18 144 △1,516 △1,353 12,598

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

△296

会 計 方 針 の 変 更 を
反 映 し た 当 期 首 残 高

18 144 △1,516 △1,353 12,302

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 利 益 4,314

自 己 株 式 の 取 得 △0

土地再評価差額金の
取 崩

△391

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 (純額 )

△18 △48 391 324 324

事業年度中の変動額合計 △18 △48 391 324 4,247

2025年12月31日期末残高 － 95 △1,124 △1,028 16,549

株主資本等変動計算書
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個別注記表

個別注記表

継続企業の前提に関する注記
当社は、当事業会計年度において４期連続で重要な営業損失を計上し、前事業年度において４期連続で当期純損

失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。当社は、

当該状況を解消すべく、再生計画（2025年～2027年）を策定し、以下の業績改善施策に取り組んでおります。

＜業績改善施策＞

当社の強みである「アイデア創出・企画・提案力」「商品開発・調達力」「顧客資産」「ブランドとしての安

心感・信頼性」を基盤として、３つの戦略に基づき、業績改善施策への取組みを進めております。

各施策の進捗状況

Ａ．通信販売事業の抜本改革

ターゲットを明確化し「世代別」に事業ドメインを再編するとともに、カタログ起点からECを主戦場としたビ

ジネスモデルへの転換を推進いたしました。

ターゲット別施策として実施した子育て世代に向けたSNS販促やシニア層へのカタログ施策等が奏功し、成果の

兆しを確認しております。引き続き、コアターゲットを含めた全体最適化に向け、収益モデル確立のための検証

と改善に注力してまいります。 また、季節やトレンドに合わせた機動的な商品投入を可能にする体制整備を推進

し、業務プロセス改革による土台構築を完了させ、稼働を開始いたしました。今後は、これらを活用し成果創出

を図ってまいります。

Ｂ．通信販売アセットを活用したビジネスの拡大

ECモール・リアル店舗展開による販売ポテンシャルの最大化を図るとともに、保険・法人受託等のBtoB事業の

強化により収益基盤の多角化を進めております。

ECモールの自社店舗及びリアル店舗での販売が伸長し、物流業務の代行サービスと株主優待品の受託事業も堅

調に推移いたしました。今後は、ECモールの自社店舗やリアル店舗、法人受託事業のさらなる成長に注力すると

ともに、保険セミナーの新規開拓、卸の販路拡大を推進することで、事業規模の拡大と安定的な収益確保に取り

組んでまいります。

Ｃ．新たな収益源の開発

新たな収益源の獲得に向け、子育て支援事業との連携による新規施策やエシカル推進、海外展開等の検証を進

めるとともに、新たな事業領域として、IP（知的財産）活用事業に取り組みました。

特にIP活用においては、人気コンテンツを用いたオリジナル商品開発と催事・EC連動販売により、新たな顧客

層の開拓において成果を確認いたしました。引き続き有力IPとの協業拡大により早期の事業化と収益貢献を目指

します。また、子育て支援連携施策、エシカル推進、海外展開については、中長期的な視点で事業性の検証を継

続してまいります。

資金面については、当事業年度末において、現金及び預金56億85百万円を保有しております。前事業年度末の残

高が26億円であった借入金については、不動産の売却収入を原資として返済したことにより、当事業年度末の残高

は３億円となっております。今後の資金計画については、再生計画の進捗を適切に見極め、多面的な角度から資金

調達ができるよう各種対策を検討しており、更なる資金調達が必要となった場合に対応できるよう金融機関等とも

緊密な連携を続けてまいります。

しかしながら、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消すべく取り組んでいる業績改善施策は実施途上にあ

り、上記の施策による損益及び財務的な効果を十分に得ることができない可能性も考えられること、資金調達にお

ける各種対策や金融機関からの更なる追加支援については未確定であることから、継続企業の前提に関する重要な

不確実性が存在するものと認識しております。

なお、連結計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連

結計算書類に反映しておりません。

今後も経営環境の変化に柔軟に対応し、必要な施策を適時に実行することにより、営業黒字化を実現し、中長期的

には、お客様から長く愛され、ステークホルダーの皆様の期待に応えられる企業となれるよう努めてまいります。
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個別注記表

建物 15～38年

重要な会計方針

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

　子会社株式及び関連会社株式は、移動平均法による原価法により、その他有価証券のうち市場価格のない株

式等以外のものは、時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

により、市場価格のない株式等は移動平均法による原価法によっております。

(2) デリバティブ

　時価法によっております。

(3) 棚卸資産

　主として月別総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

によっております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　定率法によっております。但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

(2) 無形固定資産

　定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員への賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。

(3) 販売促進引当金

販売促進を目的とするマイレージポイント制度に対する費用支出に備えるため、発行されたポイントの未引 

換額に対し、過去の行使実績率に基づき算出した将来の行使見込額を計上しております。

(4) 関係会社事業損失引当金

関係会社の事業に伴う損失に備えるため、当社が負担することとなる損失見込額を算定し計上しておりま

す。

４．収益及び費用の計上基準

顧客との契約から生じる収益の計上基準

通信販売事業では、主としてインターネットやカタログを通じて商品販売を行っております。これらの商品販

売取引においては、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、

出荷時に収益を認識しております。

法人事業では、主として法人顧客に対して物流代行やコールセンターサービス、広告等のサービス提供を行っ

ております。サービス提供については役務提供完了時点で履行義務が充足されるものとみなし、収益を認識して

おります。

保険事業については、保険契約者のニーズに応じて、保険会社に対し保険契約の取り次ぎを行う義務を負って

おります。当該履行義務は、保険契約の取り次ぎ後、保険会社がそのサービスを検収し、保険会社が当該サービ

スの支配を獲得した時点で充足されるものであり、当該履行義務の充足時点で収益を計上しております。

５．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

６．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

７．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度の適用

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開

示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又は

これらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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会計方針の変更に関する注記

（カタログギフトの未使用分の計上方法の変更）

当社が発行するカタログギフトについて、カタログギフトを販売した時点で将来顧客に商品を引き渡す履行義

務を負っており、当該カタログギフトが使用された時点で収益を認識しております。

従来、カタログギフトの未使用分については、債務勘定整理益として営業外収益に計上しておりましたが、当

事業年度の期首より、売上収益として会計処理する方法に変更しました。この変更は、カタログギフトに係る取

引実態を改めて精査したところ、カタログギフトの未行使分についても顧客との契約から生じる収益として捉え

られることから、取引実態をより適切に反映するために行ったもので当該会計方針の変更は遡及適用しておりま

す。なお、当事業年度の期首の純資産額に与える影響はありません。

（販売促進費に関する会計方針の変更）

通信販売事業を行っている当社グループは、販売促進費のうち、翌期以降の売上高に対応するカタログ関係費

用を前払費用として流動資産の「その他」に含めて計上しておりましたが、当事業年度の期首より、カタログ配

付時に費用処理する方法に変更しております。

これは、カタログ起点のシーズンMDを行ってきたことからトレンドへの対応に経営課題があったところ、カタ

ログ（シーズン）サイクルにとらわれない新商品の投入を行っていく方針を再生計画（2025年～2027年）におい

て掲げており、当該変更が経営成績をより適切に表すと判断したことによります。

当該会計方針の変更は遡及適用しており、当事業年度の期首の純資産額は296百万円減少しております。

会計上の見積りの変更に関する注記

（契約負債及び販売促進引当金）

システムリプレース後一定期間が経過し、ポイントに関する適切なデータが蓄積されたことで、将来使用され

ると見込まれるポイントをより合理的に見積ることが可能となったため、当連結会計年度の期首より当該データ

を使用した見積り方法に変更しております。

この結果、従来の方法に比べて当連結会計年度の売上高が186百万円減少し、販売費及び一般管理費が39百万

円増加しており、営業損失及び経常損失がそれぞれ225百万円増加し、税金等調整前当期純利益が225百万円減少

しております。

会計上の見積りに関する注記

（商品及び製品の評価）

１．当事業年度の計算書類に計上した金額

商品及び製品　　　　　　　　　　　5,495百万円

棚卸資産評価損（△は戻入額） 　　　△25百万円

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、省略しております。

表示方法の変更に関する注記

（損益計算書）

１．前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「事業所閉鎖損失引当金戻入額」

は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。なお前事業年度の営業外収益の「そ

の他」に含まれていた「事業所閉鎖損失引当金戻入額」は12百万円であります。

２．前事業年度まで区分掲記して表示しておりました「投資有価証券売却益」（当連結会計年度は396百万円）

は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、特別利益の「その他」に含めて表示しております。
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２．有形固定資産の減価償却累計額 19,472百万円

建物及び構築物 2,751百万円

土地 3,948百万円

計 6,700百万円

４．関係会社に対する金銭債権、債務

関係会社に対する短期金銭債権 326百万円

関係会社に対する長期金銭債権 108百万円

関係会社に対する短期金銭債務 267百万円

再評価を行った年月日 2000年３月31日

売上高 136百万円

営業費用 3,474百万円

営業取引以外の取引高 66百万円

株式の種類
当事業年度

期首株式数（株）
当事業年度

増加株式数（株）
当事業年度

減少株式数（株）
当事業年度末
株式数（株）

普通株式 5,280,756 73 － 5,280,829

貸借対照表に関する注記

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

（注）上記の建物及び構築物並びに土地は特殊当座借越契約を担保するものであります。

なお、同契約による借入実行残高はありません。

５．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額を「土地再評価差

額金」として、純資産の部に計上しております。 なお、当該評価差額に係る繰延税金資産相当額398百万円は、将

来の税金負担額を軽減するスケジューリングが困難なため、繰延税金資産として計上しておりません。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平

成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的な調整を行って算出しております。

当事業年度末において、再評価を行った土地の時価が再評価後の帳簿価額を上回っているため、差額を記載して

おりません。

損益計算書に関する注記

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．関係会社との取引高

株主資本等変動計算書に関する注記

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加73株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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繰延税金資産  百万円

繰 越 欠 損 金 10,624

減 損 損 失 （ 土 地 ） 2,161

減 価 償 却 超 過 額 645

関 係 会 社 株 式 評 価 損 596

そ の 他 268

繰 延 税 金 資 産 小 計 14,296

評 価 性 引 当 額 △14,230

繰 延 税 金 資 産 合 計 66

繰延税金負債  百万円

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 51

そ の 他 15

繰 延 税 金 負 債 合 計 66

繰 延 税 金 資 産 の 純 額 －

再評価に係る繰延税金資産  百万円

再評価に係る繰延税金資産 398

評 価 性 引 当 額 △398

再評価に係る繰延税金負債 －

再評価に係る繰延税金資産の純額 －

１．１株当たり純資産額 353円81銭

２．１株当たり当期純利益 92円25銭

税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産及び繰延税金負債、再評価に係る繰延税金資産の主な原因別内訳

２．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用

する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12日）に従っております。

関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありません。

収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結注記表「収益認識に関する注記」

に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

(注) 当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

株式会社 千　趣　会

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平岩 雅司
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鹿倉 良洋
業 務 執 行 社 員 公認会計士 和田 泰史

独立監査人の監査報告書
2026年２月21日

取締役会　御中
監査法人和宏事務所
大阪府大阪市

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社千趣会の2025年１月１日から2025年12月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書及び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社千趣会及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法

人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を

含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において４期連続で重要な

営業損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在して

おり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対

応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結計算書類は継続企業を

前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は計算書類に反映されていない。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の事項

　会社の2024年12月31日をもって終了した前連結会計年度の連結計算書類は、前任監査人によって監査されて

いる。 前任監査人は、当該連結計算書類に対して2025年２月26日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に

おける取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討

すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払

うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に

対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計

すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断

される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制

を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの

合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に

おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事

項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の

結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計

算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監

査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査

人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対

応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合

はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　　上
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計算書類及びその附属明細書に係る会計監査人の監査報告

株式会社 千　趣　会

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平岩 雅司
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鹿倉 良洋
業 務 執 行 社 員 公認会計士 和田 泰史

独立監査人の監査報告書
2026年２月21日

取締役会　御中
監査法人和宏事務所
大阪府大阪市

　監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社千趣会の2025年１月１日から2025年

12月31日までの第81期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人

は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含

む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監

査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当事業年度において４期連続で重要な営業

損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在してお

り、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応

策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。計算書類は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な不確実性の影響は計算書類に反映されていない。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の事項

　会社の2024年12月31日をもって終了した前事業年度の計算書類は、前任監査人によって監査されている。前

任監査人は、当該計算書類等に対して2025年２月26日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に

おける取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する

こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ

とにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類及びその附属明細書に係る会計監査人の監査報告
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計算書類及びその附属明細書に係る会計監査人の監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す

る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する

と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検

討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの

合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証

拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお

いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適

切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、

監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として

存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対

応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合

はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第81期事業年度における取締役の職務の執行に関し

て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたしま

す。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。

　（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役の監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電

話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、執行役員及び内部監査部門・

その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法

で監査を実施いたしました。

　　①　取締役会や経営会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所におい

て業務及び財産の状況を調査いたしました。

　　　　また、子会社については、子会社の社長へのヒアリング及び監査役等と意思疎通を図るための情報交

換会の開催、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会

社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議

に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその整備及び

運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　　　　なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及び監査法人和宏事務所か

ら当該内部統制の整備・運用評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。

　　③　会計監査に関しては、事前に会計監査人より監査計画の説明を受け協議を行うとともに監査結果報告

を受けました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等

に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討

事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要

に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

　　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま

す。

　　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。

　　③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ

ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含

め、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　 会計監査人　監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

　　 会計監査人　監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月21日

株式会社　千趣会　監査役会

常勤監査役 稲 田 佳 央 ㊞
常勤監査役 荒 井 　 徹 ㊞
社外監査役 清水万里夫 ㊞
社外監査役 滝 口 広 子 ㊞
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